
29年度

建設労働者確保育成助成金のご案内
■「建設労働者確保育成助成金」は、建設労働者の雇用の改善、技能の向上をめざす
中小建設事業主や中小建設事業者団体を支援する制度です。建設業における若年労
働者を確保・育成し、技能承継を図り、建設労働者の安定した雇用と能力の開発・
向上を目的としています。

助成コース・助成額一覧
■当社の行う講座のうち、建設業法27条に基づく技術検定資格を取得しようとする者の教育

訓練として、下記のコースが助成対象講座として指定されています。

● 通 学 コ ー ス

■ 1級土木施工管理技士受験対策講座 \164,00010万円 助成

指定番号 040161620040 (他日当分\7,600給付)

■ 2級土木施工管理技士受験対策講座 \164,00010万円 助成

指定番号 040161610012 (他日当分\7,600給付)

■ 1級管工事施工管理技士受験対策講座 \164,00010万円 助成

指定番号 040161620053 (他日当分\7,600給付)

■ 2級管工事施工管理技士受験対策講座 \164,00010万円 助成

指定番号 040161610025 (他日当分\7,600給付)

■ 1級建築施工管理技士受験対策講座 \164,00010万円 助成

指定番号 040161620066 (他日当分\7,600給付)

■ 2級建築施工管理技士受験対策講座 \164,00010万円 助成

指定番号 040161610038 (他日当分\7,600給付)

■ 1級電気工事施工管理技士受験対策講座 \164,00010万円 助成

指定番号 040161710012 (他日当分\7,600給付)

■ 2級電気工事施工管理技士受験対策講座 \164,00010万円 助成

指定番号 040161710025 (他日当分\7,600給付)

■ 1級建設機械施工技士受験対策講座 \164,00010万円 助成

指定番号 040161710038 (他日当分\7,600給付)

● 助成額の例

①助成金100,000円 + 講習9日×7,600円 ＝ 合計168,400円 ※ 1

②助成金 80,000円 + 講習9日×6,650円 ＝ 合計139,850円 ※ 2
※ 1 雇用保険被保険者数 20 人以下の中小企業
※ 2 雇用保険被保険者数 21 人以上の中小企業

受給対象となる中小建設業者
①雇用保険料率 1,000 分の 12 の中小建設業者
②受講者は雇用保険加入者であること

（注）本助成金制度は､「教育訓練助成金」とは別の助成金制度です。「教育訓練助成金」は受講者自ら

の負担により受講する場合の受講者に対する助成（20 ％）であり、本助成金は．事業者の負担により
受講する場合の事業者に対する助成です。

受講にあたっての留意事項はこちら 「助成金受給までの流れ」はこちら
※受講前の計画届の提出 29年3月1日迄に開始するものは講習日の1ヶ月前まで、

29年4月1日以降開始するものは1週間前までに所轄の労働局に
提出する必要があります。

※講座修了後、当社より修了証発行を受けた後、必ず2ヶ月以内に受給申請を行ってください。
※申請書類等詳細については、当社事務局、又は労働局へご確認ください。
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―――――助成金受給まで―――――

申込み・受講手続き

計画届の提出

当社より必要書類送付

＜提出書類＞

当社からお送りするもの

①計画届
②講座パンフレット（当社）

ハローワーク・労働局へ
計画届の提出

計画届の提出

■計画届記入例 クリック

■29年4月1日以降に開始する講座 → 講座開始の1週間前まで

〈届け出用紙は変更後の様式〉クリック

教材発送

受講開始

講座修了 「修了書」発行（当社）

（「修了書」発行から2ヶ月以内に受給申請）

受給申請

※その他詳細は当社迄お問い合わせ下さい。

貴社口座に振り込まれます。

http://www.touhokugiken.com/pdf/joseikin/youshiki2-01.pdf
http://www.touhokugiken.com/pdf/joseikin/youshiki2-02.pdf

